
 議案第９６号 

   土地明渡等請求事件に対する反訴の提起について 

 上記の議案を提出する。 

  令和５年３月２４日 

 

                提出者 墨田区長  山  本    亨    

 

   土地明渡等請求事件に対する反訴の提起について 

下記のとおり反訴を提起する。 

         記 

１ 当 事 者 

 ⑴ 反訴原告 東京都墨田区吾妻橋一丁目２３番２０号 

        墨田区 

 ⑵ 反訴被告 ●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

        ●● ●●● 

        ●●●●●●●●●●●●●●●●● 

        ●● ●●● 

        ●●●●●●●●●●●●●●●●● 

        ●● ●●● 

２ 対 象 土 地  

 ⑴ 所 在 東京都墨田区●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 ⑵ 地  目 宅地 

 ⑶ 地  積 ●●●．●●平方メートル 

３ 請求の趣旨 

 ⑴ 反訴被告らは、墨田区に対し、対象土地について、平成４年４月１日時効取得

を原因とする共有者全員持分全部移転登記手続をすること。 

 ⑵ 訴訟費用は反訴被告らの負担とすること。 

４ そ の 他 本件訴訟において必要があるときは、上訴をすることができるもの



とする。 

 

（提案理由） 

 反訴被告らから提起された土地明渡等請求事件について、対象土地の所有権に係る

問題の解決を図るため、時効取得を原因とする共有者全員持分全部移転登記手続請求

に係る反訴を提起する必要がある。 



（参考） 

 

事件の概要 

 

１ 令和４年１２月１５日付けで送達のあった訴状により、反訴被告（本訴原告）ら

は、墨田区（本訴被告）に対し、対象土地について、相続によりその所有権を取得

したことを理由に、土地の明渡し及び損害金の支払を求めて、訴え（本訴）を提起

した（令和４年（ワ）第３０５０５号土地明渡等請求事件）。 

２ 墨田区は、対象土地を売買により取得し平成４年４月１日から現在に至るまで占

有し続けているが、土地明渡等請求事件に応訴するだけでは、これに勝訴したとし

ても、対象土地の所有権登記名義を墨田区に変更することができない。 

よって、対象土地の所有権登記名義を墨田区に変更することで問題の解決を図る

ため、平成４年４月１日時効取得を原因とする共有者全員持分全部移転登記手続を

求めて、反訴を提起するものである。 


